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公布された規則のあらまし

◇鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例施行規則の新設について

１ 規則の新設理由

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例（以下「条例」という。）の施行に伴い、一定の要件を満たすもの

として知事が指定する施設（以下「指定施設」という。）の指定の申出の方法その他条例の施行に関し必要な

事項を定める。

２ 規則の概要

(１) 趣旨 この規則は、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(２) 指定施設の指定 指定施設の指定申出書の様式及びその添付書類を定める。

(３) 周辺整備計画の協議 周辺整備計画の協議書の様式及びその添付書類を定める。

(４) 交付金の交付対象か 産業廃棄物処理施設周辺整備事業交付金の交付対象から除かれる者を定め

ら除かれる者 る。

(５) 施行期日等 ア 施行期日は、公布日とする。

イ 鳥取県事務処理権限規則について、条例の施行に伴う所要の規定整備を

行う。
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規 則

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成20年９月５日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第77号

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例の施行期日を定める規則

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例（平成12年鳥取県条例第15号）の施行期日は、平成20年９月５日とす

る。
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鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例施行規則をここに公布する。

平成20年９月５日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第78号

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例（平成12年鳥取県条例第15号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

（指定施設の指定）

第３条 条例第３条第１項の規定による申出は、指定施設の指定申出書（様式第１号）を知事に提出してしなけ

ればならない。

２ 前項の申出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(１) 産業廃棄物処理施設の用に供する期間中の各年度に処理する予定の産業廃棄物の量及び種類を記載した

事業計画書（県内で発生した廃棄物と県外で発生した廃棄物とを分けて記載すること。）

(２) 条例第３条第１項第４号に規定する協定の写し（当該協定を締結していないときは、その理由を記載し

た書類）

(３) 産業廃棄物処理施設の設置の場所及び対象地域としようとする地域の範囲を示した位置図

(４) 産業廃棄物処理施設から500メートル以上離れた地域を対象地域としようとするときは、その理由を明

らかにする書類

(５) 前各号に掲げるもののほか、知事（鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32号）第６条第１

項の規定により知事の権限が委任されている場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例（平成

６年鳥取県条例第５号）第13条第２項に規定する生活環境部長。以下同じ。）が必要と認める書類及び図面

（指定施設の情報公開）

第４条 条例第４条第３項の規定による情報の公開は、次に掲げるところにより行うものとする。

(１) 住民代表者等から要請があったときは、業務に支障がない限り、その指定する者を当該施設に立ち入ら

せ、実状を視察させること。

(２) 原則として１年に１回以上、地域住民に対して当該施設における産業廃棄物の処理及び維持管理の状況

を説明するとともに、住民代表者等から要請があったときは、その都度説明会を開催し、当該要請に係る事

項を説明すること。

(３) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第21条の２第１項の規定による届出を行

うときは、併せて住民代表者等にも当該届出の内容を通報すること。

（周辺整備計画の協議）

第５条 条例第６条第１項の規定による協議は、周辺整備計画協議書（様式第２号）を知事に提出してしなけれ

ばならない。

２ 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(１) 周辺整備計画に定める事業（以下「計画事業」という。）の規模、構造等の概要及び実施場所を示した

図面

(２) 計画事業に対する地域住民の意見を明らかにした書類

(３) 計画事業を実施する者が当該計画事業を実施することを承諾したことを証する書類
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(４) 前３号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

（交付金の交付の対象から除かれる者）

第６条 条例第７条第１項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(１) 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人

(２) 地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人のうち県が設

立するもの

(３) 前２号に掲げるもののほか、国又は県に準ずるものとして知事が認める団体

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（鳥取県事務処理権限規則の一部改正）

２ 鳥取県事務処理権限規則 (平成８年鳥取県規則第32号) の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係） 別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係）

個別事項に係る事務処理権限 個別事項に係る事務処理権限

事 項 事務処理権限の区分 事 項 事務処理権限の区分
所 所

属 専 決 権 者 委任決裁権者 地方機関の 属 専 決 権 者 委任決裁権者 地方機関の
長 の 名 称 長 の 名 称

名 種 類 内 容 知事 名 種 類 内 容 知事
地方機関 地方機関 地方機関 地方機関

部長課長 部長課長 部長課長 部長課長
の長 の長 の長 の長

循 略 循 略

環 環

型十二 鳥取県 略 型十二 鳥取県 略

社 廃棄物処理 社 廃棄物処理

会 施設の設置33 同条例第38条第 ○ 会 施設の設置33 同条例第38条第 ○

推 に係る手続 ３項の規定による 推 に係る手続 ３項の規定による

進 の適正化及 公表 進 の適正化及 公表

課 び紛争の予 課 び紛争の予

防、調整等 防、調整等

に関する条 に関する条

例(平成17 例(平成17

年鳥取県条 年鳥取県条

例第68号) 例第68号)

に基づく知 に基づく知

事の権限に 事の権限に

属する事務 属する事務

十三 鳥取県１ 同条例第２条第 ○

産業廃棄物 ２号の規定による

処理施設設 対象地域に係る認

置促進条例 定

（平成12年

鳥取県条例２ 同条例第３条第 ○

第15号）に １項の規定による

基づく知事 指定施設の指定

の権限に属

する事務 ３ 同条例第３条第 ○

１項第３号の規定

による指針の策定

４ 同条例第３条第 ○

１項第４号本文の

規定による団体の

認定及び同号ただ

し書の規定による

協定締結の必要が

ないことの認定

５ 同条例第３条第 ○

２項の規定による

設置者への通知及

び指定施設の名称

等の公表
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６ 同条例第４条第 ○

４項の規定による

指針の策定

７ 同条例第５条第 ○

１項の規定による

指定施設の指定の

取消し

８ 同条例第５条第 ○

２項の規定による

弁明の機会の付与

９ 同条例第５条第 ○

３項の規定による

設置者への通知及

び指定施設の指定

の取消しの公表

10 同条例第６条第 ○

２項の規定による

周辺整備計画の同

意

11 同条例第６条第 ○

２項第３号イの規

定による額の決定

12 同条例第６条第 ○

３項の規定よる限

度額の増額

13 同条例第６条第 ○

４項の規定による

設置者等への通知

及び周辺整備計画

の概要の公表

十四 鳥取県１ すべての事務 ○

産業廃棄物

処理施設設

置促進条例

施行規則

（平成20年

鳥取県規則

第78号）に

基づく知事

の権限に属

する事務

略 略

様式第１号（第３条関係）

指定施設の指定申出書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

申出者 氏 名 ,

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例第３条第１項の規定による指定施設の指定を受けたいので、関係書

類を添えて申し出ます。
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産業廃棄物処理施設の名称

産業廃棄物処理施設の設置の場所

産業廃棄物処理施設の種類

産業廃棄物処理施設の処理能力

（最終処分場にあっては、面積及び埋立容量）

設置の許可の年月日及び番号 年 月 日 第 号

注 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

添付書類

１ 供用期間の各年度における産業廃棄物の処理予定量及び種類を記載した事業計画書（県内で発生した廃

棄物と県外で発生した廃棄物とを分けて記載すること。）

２ 条例第３条第１項第４号に規定する協定の写し（当該協定を締結していないときは、その理由を記載し

た書類）

３ 産業廃棄物処理施設の設置の場所及び対象地域としようとする地域の範囲を示した位置図

４ 産業廃棄物処理施設から500メートル以上離れた地域を対象地域としようとするときは、その理由を明

らかにする書類

５ その他知事が必要と認める書類及び図面

様式第２号（第４条関係）

周辺整備計画協議書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

申出者 氏 名 ,

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例第６条第１項の規定による周辺整備計画の同意を受けたいので、関

係書類を添えて協議します。

指定施設の名称

指定施設の設置の場所

指定の年月日及び番号 年 月 日 第 号
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計画事業の内容 別紙１のとおり

計画事業ごとの事業費及びその内訳 別紙２のとおり

注 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

添付書類

１ 計画事業の規模、構造等の概要及び実施場所を示した図面

２ 計画事業に対する地域住民の意見を明らかにした書類

３ 計画事業を実施する者が当該計画事業を実施することを承諾したことを証する書類

４ その他知事が必要と認める書類及び図面

別紙１

計画事業の内容

１ 事業の名称

２ 事業主体

（担当者、連絡先）

３ 実施場所

４ 実施目的

５ 実施計画の概要

６ 実施期間 年 月 日 ～ 年 月 日

７ 事業費及び負担割合 事業費 千円

負 国 パーセント 千円

担 県 パーセント 千円

割 市町村 パーセント 千円

合 その他 パーセント 千円

等

注 事業ごとに作成すること。

添付書類

１ 事業実施計画図（位置図、平面図、縦横断図、構造図等）

２ 事業の仕様書

３ 事業費の内訳及び積算根拠
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別紙２

計画事業ごとの事業費及びその内訳

（単位：千円）

事業の名称 事業実施 事業費 国の支出金 交付税相当 Ｂ＋Ｃ Ａ－Ｄ

場 所 （Ａ） の額（Ｂ） 額（Ｃ） （Ｄ）

合 計


